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令和８年３月市議会定例会提案予定議案（要旨） 
 

令和８年２月１９日現在 

 

議案第１号 令和７年度銚子市一般会計補正予算（第７号） 

  歳入歳出予算の補正 

   ○歳入歳出それぞれ６億４，５５３万円増額し、総額を４０９億６，９５５万円とする。 

   ○歳入歳出予算の主な内容 

    １番 物価高騰対策支援経費（公共交通分）           ２，７１４万円 

    10番 銚子電気鉄道応援基金管理経費              ６，３００万円 

    23番 子ども未来基金管理経費                 ９，７００万円 

    32番 がんばれ銚子ふるさと応援基金管理経費        ３億４，０００万円 

    33番 ふるさと納税関係経費                ２億９，６６５万円 

    11番 銚子電気鉄道運行維持対策経費（物価高騰分）       ８，４００万円 

 

議案第２号 令和７年度銚子市水道事業会計補正予算（第１号） 

  収益的収入及び支出の補正 

   ○収益的収入を７，１００万円増額し、２３億９，９００万円とする。 

    収益的支出を６，０００万円増額し、２２億９，２００万円とする。 

    ⑴ 水道事業収益 

     ・営業外収益（他会計補助金）                ７，１００万円 

    ⑵ 水道事業費用 

     ・営業費用（原水及び浄水費）                ３，９７６万円 

     ・営業費用（配水及び給水費）                ２，０２４万円 

  資本的収入及び支出の補正 

   ○資本的収入を４億５６１万円減額し、   ３億８，６８０万円に、 

    資本的支出を６億５，２４０万円減額し、１０億７，１６０万円とする。 

    ⑴ 資本的収入 

     ・企業債                       ▲２億６，０００万円 

     ・出資金（一般会計出資金）              ▲１億４，５６１万円 
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    ⑵ 資本的支出 

     ・建設改良費（構築物費・配水施設整備事業）      ▲６億５，２４０万円 

  他会計からの補助金の補正 

   ○５,５７６万円から１億２，６７６万円へ補正（７，１００万円の増） 

 

議案第３号 令和７年度銚子市病院事業会計補正予算（第２号） 

  収益的収入及び支出の補正 

   ○収益的収入及び支出をそれぞれ２，０００万円増額し、９億５，９００万円とする。 

    ⑴ 病院事業収益 

     ・医業外収益（他会計補助金・一般会計補助金）        ２，０００万円 

    ⑵ 病院事業費用 

     ・医業費用（経費・交付金等）                ２，０００万円 

  他会計からの補助金の補正 

   ○９億１,９６５万円から９億３，９６５万円へ補正（２，０００万円の増） 

 

議案第４号 令和７年度銚子市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

      号） 

  歳入歳出予算の補正 

   ○歳入歳出それぞれ１億３２万円増額し、総額を７２億７,２２４万円とする。 

   ○歳入歳出予算の内容 

    ⑴ 一般管理費（事務経費の不用見込額の減）         ▲２，８１８万円 

    ⑵ 一般被保険者療養給付費                １億２，８５０万円 

 

議案第５号 令和７年度銚子市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  歳入歳出予算の補正 

   ○歳入歳出それぞれ１億４６８万円増額し、総額を６９億３，０２３万円とする。 

   ○歳入歳出予算の主な内容 

    ⑴ 地域密着型介護サービス給付費               ３，１４２万円 

    ⑵ 施設介護サービス給付費                  ７，３２６万円 

 

議案第６号 令和７年度銚子市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

      ２号） 

  歳入歳出予算の補正 

   ○歳入歳出それぞれ６，１３４万円増額し、総額を１０億９，４９０万円とする。 

   ○歳入歳出予算の主な内容 

    後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金（普通徴収））  ６，１３４万円 
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議案第７号 令和８年度銚子市一般会計予算 

  歳入歳出予算 

   ○歳入歳出予算の内容 

    ⑴ 令和８年度予算 ３８０億５，０００万円 

     ※令和７年度予算 ３０９億  ４００万円 

    ⑵ 対 前 年 度 比  ７１億４，６００万円増（２３．１％増） 

 

議案第８号 令和８年度銚子市水道事業会計予算 

  収益的収支及び資本的収支 

   ○収益的収入及び支出 

    ⑴ 収     入 ２４億１，８００万円 

    ⑵ 支     出 ２３億４，４００万円 

   ○資本的収入及び支出 

    ⑴ 収     入  ９億１，９４０万円 

    ⑵ 支     出 １８億９，８００万円 

   ○予算額（収益的支出と資本的支出を合計した額） 

    ⑴ 令和８年度予算 ４２億４，２００万円 

     ※令和７年度予算 ３９億５，６００万円 

    ⑵ 対 前 年 度 比  ２億８，６００万円増（７．２％増） 

 

議案第９号 令和８年度銚子市病院事業会計予算 

  収益的収支及び資本的収支 

   ○収益的収入及び支出 

    ⑴ 収     入  ９億５，５００万円 

    ⑵ 支     出  ９億５，５００万円 

   ○資本的収入及び支出 

    ⑴ 収     入  ２億３，０８６万円 

    ⑵ 支     出  ４億３，７００万円 

   ○予算額（収益的支出と資本的支出を合計した額） 

    ⑴ 令和８年度予算 １３億９，２００万円 

     ※令和７年度予算 １１億３，５００万円 

    ⑵ 対 前 年 度 比  ２億５，７００万円増（２２．６％増） 

 

議案第10号 令和８年度銚子市下水道事業会計予算 

  収益的収支及び資本的収支 
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   ○収益的収入及び支出 

    ⑴ 収     入 １５億６，０００万円 

    ⑵ 支     出 １５億４，５００万円 

   ○資本的収入及び支出 

    ⑴ 収     入 １３億９，８９５万円 

    ⑵ 支     出 ２０億１，１００万円 

   ○予算額（収益的支出と資本的支出を合計した額） 

    ⑴ 令和８年度予算 ３５億５，６００万円 

     ※令和７年度予算 ３０億２，０００万円 

    ⑵ 対 前 年 度 比  ５億３，６００万円増（１７．７％増） 

 

議案第11号 令和８年度銚子市国民健康保険事業特別会計予算 

  歳入歳出予算 

   ○歳入歳出予算の内容 

    ⑴ 令和８年度予算  ７４億２，２００万円 

     ※令和７年度予算  ７０億７，６００万円 

    ⑵ 対 前 年 度 比   ３億４，６００万円増（４．９％増） 

 

議案第12号 令和８年度銚子市介護保険事業特別会計予算 

  歳入歳出予算 

   ○歳入歳出予算の内容 

    ⑴ 令和８年度予算  ６９億１，４００万円 

     ※令和７年度予算  ６７億５，４００万円 

    ⑵ 対 前 年 度 比   １億６，０００万円増（２．４％増） 

 

議案第13号 令和８年度銚子市後期高齢者医療事業特別会計予算 

  歳入歳出予算 

   ○歳入歳出予算の内容 

    ⑴ 令和８年度予算  １２億７，４００万円 

     ※令和７年度予算  １０億３，２００万円 

    ⑵ 対 前 年 度 比   ２億４，２００万円増（２３．４％増） 

 

議案第14号 銚子市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め 

      ることについて 

  銚子市固定資産評価審査委員会委員を選任しようとするため、議会の同意を求めるもの 

  ○任期満了者 溝口光男、堺屋綾子（令和８年３月３１日満了） 
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議案第15号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  人権擁護委員の候補者を法務大臣に推薦しようとするため、議会の意見を求めるもの 

  ○任期満了者 大川名保子、鵜月恵理子、澤田恵一（令和８年６月３０日満了） 

 

議案第16号 銚子市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定につ 

      いて 

  コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機から交付する証明書の手数料について、

住民票の写し及び印鑑登録証明書を交付する際の手数料を引き下げるとともに、所得証明書、

所得課税証明書及び非課税証明書を交付する際の手数料を新たに定めるため、所要の改正をし

ようとするもの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 多機能端末機から交付する証明書に係る手数料の引き下げ 

     住民票の写し及び印鑑登録証明 ３００円 ⇒ ２００円 

   ⑵ 多機能端末機から交付する証明書の追加 

     所得証明書、所得課税証明書及び非課税証明書（２００円） 

  ○施行期日 一部の規定を除き、令和８年４月１日 

 

議案第17号 銚子市行政組織条例の一部を改正する条例制定について 

  公共施設などの再編整備と未利用財産の利活用を進めるため新たな課を設置するほか、現行

の企画課及び財政課が所掌する事務を明確にするため、所要の改正をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 資産経営課の新設 

   ⑵ 企画課（洋上風力推進室）及び財政課（管財室）の所掌事務の明確化 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第18号 銚子市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

      制定について 

  老朽化など課題を抱えた市庁舎などの公用・公共施設の現状を踏まえ、整備の優先順位や整

備方針、整備手法等を示す公共施設整備基本構想の検討を行うため附属機関を設置するほか、

既存の附属機関の担任事務の整備をするため、所要の改正をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 銚子市庁舎等公共施設整備基本構想検討委員会の設置 

   ⑵ 銚子市病院事業運営協議会に係る担任事務の整備 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 



 6 / 14 

議案第19号 銚子市青年館条例の一部を改正する条例制定について 

  銚子市余山町青年館及び銚子市三宅町青年館を廃館するため、条例を改正しようとするもの 

  ○改正の概要 

   銚子市余山町青年館及び銚子市三宅町青年館の廃館による改正 

  ○施行期日 公布の日 

 

議案第20号 銚子市行政手続条例の一部を改正する条例制定について 

  デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律による改正後の行政手続法において、聴聞及び弁明の機会の付与の通知に

係る公示送達がデジタル化されたことから、銚子市行政手続条例おいても同様の対応をするた

め、所要の改正をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   聴聞等の通知に係る公示送達について、公示事項を規則で定める方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置くほか、事務所の掲示場に掲示し、又は事務所に設置し

た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。 

  ○施行期日 令和８年５月２１日 

 

議案第21号 銚子市職員の給与に関する条例及び銚子市一般職の任期付職 

      員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

  人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ一般職の職員の期末手当及び勤勉手当並

びに地域手当の改定を行い、また、千葉県人事委員会勧告に基づく千葉県職員の給与改定に準

じ通勤手当の改定を行うため、所要の改正をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 期末手当・勤勉手当の支給月数 

    ア 定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員以外の職員 

   6 月支給分 12 月支給分 年間 計 

現 

行 

7 年度 期末手当 1.250 月分 1.275 月分 2.525 月分 

4.65 月分 

 勤勉手当 1.050 月分 1.075 月分 2.125 月分 

改 

定 

後 

8 年度 

以降 

期末手当 1.2625 月分 1.2625 月分 2.525 月分 
4.65 月分 

（±0月） 勤勉手当 1.0625 月分 1.0625 月分 2.125 月分 
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    イ 定年前再任用短時間勤務職員 

   6 月支給分 12 月支給分 年間 計 

現 

行 

7 年度 期末手当 0.700 月分 0.725 月分 1.425 月分 

2.45 月分 

 勤勉手当 0.500 月分 0.525 月分 1.025 月分 

改 

定 

後 

8 年度 

以降 

期末手当 0.7125 月分 0.7125 月分 1.425 月分 
2.45 月分 

（±0月） 勤勉手当 0.5125 月分 0.5125 月分 1.025 月分 

    ウ 特定任期付職員 

   6 月支給分 12 月支給分 年間 計 

現 

行 

7 年度 期末手当 0.950 月分 0.975 月分 1.925 月分 

3.70 月分 

 勤勉手当 0.875 月分 0.900 月分 1.775 月分 

改 

定 

後 

8 年度 

以降 

期末手当 0.9625 月分 0.9625 月分 1.925 月分 3.70 月分 

（＋0月） 
勤勉手当 0.8875 月分 0.8875 月分 1.775 月分 

   ⑵ 地域手当（支給割合）の改定 ２％ ⇒ ４％ 

   ⑶ 通勤手当の改定 

    ア 交通用具の種別に基づく職員の区分を廃止し、交通用具使用者に対する通勤手当の

額を、６７，２００円を超えない範囲内で交通用具の使用距離の区分に応じて規則で

定める額とする。 

    イ 一月当たり５，０００円を上限として、駐車場等の利用に対する通勤手当を新設す

る。 

    ウ 一月当たりの交通機関に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の額及び駐車

に係る通勤手当の額を合算した額の限度を１５０，０００円とする。 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第22号 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ 

      の支給方法に関する条例の一部を改正する条例制定について 

  国の特別職の職員の期末手当に準じ、市議会議員の期末手当の支給割合について改定をしよ

うとするもの 

  ○改正の概要 
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   期末手当の支給月数 

   6 月支給分 12 月支給分 計 

現 

行 
 期末手当 1.725 月分 1.725 月分 3.45 月分 

改 

定 

後 

7 年度 期末手当 1.725 月分 1.775 月分 
3.50 月分 

（＋0.05 月） 

8 年度 

以降 
期末手当 1.750 月分 1.750 月分 

3.50 月分 

（＋0.05 月） 

  ○施行期日 一部の規定を除き、公布の日 

 

議案第23号 銚子市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定について 

  国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正等が行われたことを踏まえ、経済社会情勢の変

化への対応等を図るため、国家公務員に対して支給される旅費に準じ、所要の改正をしようと

するもの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 旅費種目の新設 

    ア 包括宿泊費 移動と宿泊が一体となった旅行に要する費用を実費により支給 

    イ 宿泊手当 宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用を定額により支給 

    ウ その他の交通費 鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用を実費に

より支給 

   ⑵ 支給方式等の変更 

    ア 宿泊費 １夜につき定額を支給 ⇒ 実費により支給 

    イ 転居費 路程に応じた定額を支給 ⇒ 実費により支給 

    ウ 家族移転費 扶養親族の移転につき支給 ⇒ 同居する家族の移転につき支給 

   ⑶ 旅費種目等の廃止 

    ア 日当 原則、目的地までの旅費を実費により支給するため廃止 

    イ 食卓料 食費は宿泊手当により措置するため廃止 

    ウ 研修旅費 原則、宿泊費を実費により支給するため廃止 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第24号 銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を 

      改正する条例制定について 

  国家公務員の年次休暇について、個人の事情に配慮した働き方を推進し、柔軟な働き方を可
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能とするため、全ての職員を対象として、年次休暇の最小取得単位を１５分とする制度改正が

行われたことに伴い、本市においても同様の措置を講ずるため、所要の改正をしようとするも

の 

  ○改正の概要 

   年次休暇の取得単位に１５分を追加する。 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第25号 銚子市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

      例制定について 

  国の特別職の職員の期末手当に準じ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合につい

て改定をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   期末手当の支給月数 

   6 月支給分 12 月支給分 計 

現 

行 
 期末手当 1.725 月分 1.725 月分 3.45 月分 

改 

定 

後 

7 年度 期末手当 1.725 月分 1.775 月分 
3.50 月分 

（＋0.05 月） 

8 年度 

以降 
期末手当 1.750 月分 1.750 月分 

3.50 月分 

（＋0.05 月） 

  ○施行期日 一部の規定を除き、公布の日 

 

議案第26号 銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

      一部を改正する条例制定について 

  会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当並びに地域手当の改定を行うため、所要の改正を

しようとするもの 

  ○改正の概要 
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   ⑴ 期末手当・勤勉手当の支給月数 

   6 月支給分 12 月支給分 年間 計 

現 

行 

7 年度 期末手当 1.250 月分 1.275 月分 2.525 月分 

4.65 月分 

 勤勉手当 1.050 月分 1.075 月分 2.125 月分 

改 

定 

後 

8 年度 

以降 

期末手当 1.2625 月分 1.2625 月分 2.525 月分 
4.65 月分 

（±0月） 勤勉手当 1.0625 月分 1.0625 月分 2.125 月分 

   ⑵ 地域手当（支給割合）の改定 ２％ ⇒ ４％ 

  ○施行期日 令和８年４月 1日 

 

議案第27号 銚子市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

  子ども・子育て支援法等の改正により、令和８年度から全ての医療保険者が被保険者から医

療保険の保険料と併せて支援金を徴収する「子ども・子育て支援金制度」が創設されるほか、

国民健康保険法施行令の改正により、国民健康保険料の賦課限度額及び保険料の軽減判定所得

が引き上げられたことから、条例においても同様の措置を講ずるため、所要の改正をしようと

するもの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の新設 

    ア 所得割 １００分の０．２７ 

    イ 均等割 １，６００円 

    ウ １８歳以上均等割 １００円 

   ⑵ 基礎賦課限度額の引き上げ ６６万円 ⇒ ６７万円 

   ⑶ 子ども・子育て支援納付金賦課限度額の新設（３万円） 

   ⑷ 保険料の軽減措置に係る所得判定基準の見直し 

    ア ５割減額の対象世帯 

      被保険者数等の数に乗ずる金額の引き上げ ３０万５千円 ⇒ ３１万円 

    イ ２割軽減の対象世帯 

      被保険者数等の数に乗ずる金額の引き上げ ５６万円 ⇒ ５７万円 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第28号 銚子市議会議員及び銚子市長の選挙における選挙運動の公費 

      負担に関する条例の一部を改正する条例制定について 

  公職選挙法施行令の一部が改正され、公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、選挙

運動用ビラ及びポスターの作成に要する経費について銚子市議会議員及び銚子市長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例においても同様の措置を講ずるため、所要の改正をし
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ようとするもの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 選挙運動用ビラの作成の公営 

     印刷単価（１枚当たり） ７円７３銭 ⇒ ８円３８銭 

   ⑵ 選挙運動用ポスターの作成の公営 

     印刷単価（１枚当たり） ５４１円３１銭 ⇒ ５８６円８８銭 

  ○施行期日 公布の日 

 

議案第29号 銚子市看護師等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定 

      について 

  修学資金について、国及び地方公共団体並びに市長が特に認める団体が行う貸付金との重複

を可能とし、看護師等養成施設への修学を容易にすることにより市内における看護師又は准看

護師の確保を図るため、所要の改正をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   修学資金と国等が行う貸付金との重複を禁止する規定を改める。 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第30号 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例及び銚子市 

      一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する 

      条例制定について 

  千葉県人事委員会勧告に基づく千葉県職員の給与改定に準じ、銚子市立高等学校教育職員の

通勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の改正を行うほか、所要の改正をしようとする

もの 

  ○改正の概要 

   ⑴ 通勤手当の改定 

    ア 交通用具使用者に対する通勤手当の額を、６７，２００円を超えない範囲内で交通

用具の使用距離の区分に応じて教育委員会規則で定める額とする。 

    イ 一月当たり５，０００円を上限として、駐車場等の利用に対する通勤手当を新設す

る。 

    ウ 一月当たりの交通機関に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当の額及び駐車

に係る通勤手当の額を合算した額の限度を１５０，０００円とする。 

   ⑵ 宿日直手当の改定 １回につき４，４００円 ⇒ １回につき４，７００円 

    ※ 宿直勤務が教育委員会の定める日に退庁時から引き続いて行われる場合 

      １回につき６，６００円 ⇒ １回につき７，０５０円 

   ⑶ 期末手当・勤勉手当の支給月数 
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    ア 定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員以外の職員 

   6 月支給分 12 月支給分 年間 計 

現 

行 

7 年度 期末手当 1.250 月分 1.275 月分 2.525 月分 

4.65 月分 

 勤勉手当 1.050 月分 1.075 月分 2.125 月分 

改 

定 

後 

8 年度 

以降 

期末手当 1.2625 月分 1.2625 月分 2.525 月分 
4.65 月分 

（±0月） 勤勉手当 1.0625 月分 1.0625 月分 2.125 月分 

    イ 定年前再任用短時間勤務職員 

   6 月支給分 12 月支給分 年間 計 

現 

行 

7 年度 期末手当 0.700 月分 0.725 月分 1.425 月分 

2.45 月分 

 勤勉手当 0.500 月分 0.525 月分 1.025 月分 

改 

定 

後 

8 年度 

以降 

期末手当 0.7125 月分 0.7125 月分 1.425 月分 
2.45 月分 

（±0月） 勤勉手当 0.5125 月分 0.5125 月分 1.025 月分 

    ウ 特定任期付職員 

   6 月支給分 12 月支給分 年間 計 

現 

行 

7 年度 期末手当 0.950 月分 0.975 月分 1.925 月分 

3.70 月分 

 勤勉手当 0.875 月分 0.900 月分 1.775 月分 

改 

定 

後 

8 年度 

以降 

期末手当 0.9625 月分 0.9625 月分 1.925 月分 3.70 月分 

（＋0月） 
勤勉手当 0.8875 月分 0.8875 月分 1.775 月分 

  ○施行期日 一部の規定を除き、令和８年４月１日 

 

議案第31号 がんばれ銚子ふるさと応援寄附条例の一部を改正する条例制 

      定について 

  ふるさと納税の寄附金を財源として推進するふるさと銚子ひと・まちづくり推進事業につい

て、その概要に公共施設等の整備を新たに追加するため、所要の改正をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   第２条の表ふるさと銚子ひと・まちづくり推進事業の項概要の欄に公共施設等の整備を追

加する。 

  ○施行期日 令和８年４月１日 

 

 



 13 / 14 

議案第32号 銚子市火入れ条例の一部を改正する条例制定について 

  銚子市火災予防条例の改正に伴い、林野火災に関する注意報が新設されたことから、銚子市

火入れ条例の一部を改正しようとするもの 

  ○改正の概要 

   火入れの中止の要件に、林野火災に関する注意報が発令された場合を追加するほか、規定

の整備を行う。 

  ○施行期日 公布の日 

 

議案第33号 銚子市水道事業条例の一部を改正する条例制定について 

  令和６年能登半島地震において、指定給水装置工事事業者が不足したことにより、個人が管

理する給水装置の復旧が遅れ、水道の使用を再開できない状況が長期化したことから、災害等

において管理者が認めるときは、他の水道事業者又は他の水道事業者の指定を受けた指定給水

装置工事事業者であっても、給水装置の修繕等の工事を行うことができるよう、所要の改正を

しようとするもの 

  ○改正の概要 

   災害等の場合において、他の水道事業者又は他の水道事業者の指定を受けた指定給水工事

事業者が給水装置工事を行うことができるよう規定を改める。 

  ○施行期日 公布の日 

 

議案第34号 銚子市下水道条例の一部を改正する条例制定について 

  令和６年に発生した能登半島地震において、工事を行うことができる指定工事店が不足し、

これによって排水設備等の復旧が遅れることとなったことから、災害その他の非常の場合にお

いて、管理者が必要であると認めるときは、他の市町村長の指定を受けた指定工事店であって

も、排水設備等の新設等の工事を行うことができるよう、所要の改正をしようとするもの 

  ○改正の概要 

   災害等の場合において、他の市町村長から指定を受けた指定下水道工事店が排水設備等の

工事を行うことができるよう規定を改める。 

  ○施行期日 公布の日 

 

議案第35号 財産の取得について 

  近年の記録的な猛暑を受け、小中学校屋内運動場内での熱中症を予防し、児童生徒及び避難

所開設時の避難者の環境の改善を図るため、空調設備設置工事を行わない小中学校屋内運動場

に移動式エアコンを設置する必要があることから、財産の取得をしようとするもの 

  ○議案の概要 

   ⑴ 取 得 財 産  移動式エアコン ３４台 

   ⑵ 取 得 金 額  ５２，８００，０００円 
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   ⑶ 取得の相手方  千葉市若葉区貝塚町２０３４番地の１ 

              昱株式会社 千葉支店 

               支店長 齊 藤   剛 

 

議案第36号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度銚子市一 

      般会計補正予算（第６号）） 

  令和８年２月８日に執行された衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に伴う所

要の予算措置について、専決処分をしたので、これを議会に報告し、その承認を求めようとす

るもの 

  歳入歳出予算の補正 

   ○歳入歳出それぞれ２，６００万円増額し、総額を４０３億２，４０３万円とする。 

   ○歳入歳出予算の主な内容 

    衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費        ２，６００万円 

   ○専決処分日 令和８年１月２３日 

 

以 上 


